
【対象児童生徒】＊小・中学校に通学する児童生徒の氏名等を記入してください。 ※R８.4 月からの学年

【世帯の状況】 ※上記児童生徒以外の家族全員の氏名等を記入してください。

※ 別居の保護者、並びに同一住所地で世帯を分けている場合については併せてご記入ください。

【その他の状況】

【申請理由】＊該当する項目に全てに○をつけてください。

氏 名 続柄 性別 生年月日 同居・別居 職業・勤務先/学校名・学年等

筑後 太郎 世帯主 男 Ｈ ●年 ●月●日 筑後株式会社

筑後 花子 妻 女 Ｈ ●年 ●月●日 同・別 無職

筑後 一郎 子 男 Ｈ ●年 ●月●日 同・別 筑後中央高校

年 月 日 同・別

年 月 日 同・別

持家・借家の別
持家 ・ 借家 （家賃 53,000 円）

（借家の契約名義、家賃がわかるページの写しを提出してください。）

ア. 生活保護が廃止された（ 年 月 日廃止）

イ. 児童扶養手当を受けている

ウ. 世帯全員の市民税が非課税である

エ. 保護者の死亡・離別・失業などの事情により、生活状態が急激に悪化した

オ. ア～エにはあてはまらないが、世帯全員の収入が少なく、経済的に困っている

就学援助を受けたいので上記のとおり申請します。なお、下記の事項について同意いたします。

☑世帯の全員の収入・所得の状況、児童扶養手当受給の状況等を確認するため、教育委員会が必要

に応じて関係課へ照会することについて同意します。

☑就学援助費（新入学児童生徒学用品費入学前支給を除く）の請求及び受領に関する一切の権限を、

所属学校長に委任します。

☑新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けた場合、次の①②のいずれかに該当し、援助を受け

た費用を返還することを求められたときは、直ちに返還することについて同意します。

①令和８年３月末以前に筑後市外に転出した場合

②令和８年４月に筑後市立または国・県立の小・中学校に入学しなかった合

☑学校給食費に還付が生じた場合、学校給食費の還付口座として、学校給食費公会計（学校教育課給食

担当）の照会に応じてこの就学援助の申請で提出した口座を提供することに同意します。

令和８年４月１日

住 所：筑後市大字 山ノ井 111 番地

保護者氏名(自書)： 筑 後 太 郎 電 話： ●●●●-●●-●●●●

筑後市教育委員会 様

氏 名 続柄 性別 生年月日 同居・別居 学校名 学年

筑後 次郎 子 男 Ｒ ●年 ●月●日 同・別 羽犬塚 小・中学校 １

筑後 三郎 子 女 Ｈ ●年 ●月●日 同・別 羽犬塚 小・中学校 ２

年 月 日 同・別 小・中学校

年 月 日 同・別 小・中学校

日中ご連絡がとれる電話番号を記入してください

記入例
□新規 ☑継続

□再判定( )
備考( )


